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令和４年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事業計画 

 

【基本理念】 

みんなでつくる いきいきと暮らせる 愛のまち たかはし 

～ささえあい・たすけあいのまちづくり～ 

 

 

【基本方針】 

高梁市は人口減少が進み、一層少子高齢化が進行するとともに、一人暮らしや

高齢者のみの世帯が増加しています。また、地域生活を支える若年層の減少や近

隣同士の支えあいや助けあいが希薄化しており、地域社会における、福祉課題は

さらに複雑・多様化しています。 

さらに、収束が見えない新型コロナウィルス感染症は、経済活動や住民生活に

大きな影響をもたらし、収入減少による生活困窮者や外出自粛による心身の不

調者も増加しています。 

このような状況下においても本会では、第２次地域福祉活動計画の定める基

本理念を実現するため、地域福祉を最前線で実施する団体として、「住民主体」

の理念に基づき地域住民とともに相互の支え合いにより、地域の課題解決に取

り組み、関係機関との情報共有を密にして、誰もが安心して暮らすことのできる

福祉社会の実現に努めます。 

 なお、事業推進にあたっては、コロナ感染対策を徹底し、地域住民や団体と

連携しながら、地域の活力や福祉活動が停滞することのないよう工夫して取り

組んでいきます。 
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【基本目標】 

 

基本目標１ 「地域で活躍できる人づくり」 

子供から高齢者まで広く福祉教育を推進し、地域福祉活動に携わる人材の発

掘・育成に努めるとともに、福祉の担い手として積極的かつ自主的に活躍でき

る場や機会を提供していきます。 

【重点目標】 

「ボランティアの育成と活動の活性化」 

「生涯に渡り地域で活躍できる社会参加の支援」 

 

基本目標２ 「手と手をつなぐ地域づくり」 

住民同士の共助力の醸成を図り、地区社会福祉協議会とともに福祉課題を

把握・分析し、各地区の実情に応じた福祉活動を推進していきます。 

【重点目標】 

「ささえあい・たすけあいで繋がる地域福祉の推進」 

「共助力の醸成と福祉課題の解決」 

 

基本目標３ 「安心して暮らせる環境づくり」 

地域住民が気軽に相談できる環境を整備し、地域格差のない生活支援サービ

スを提供するとともに、多職種間の協働による包括的な相談支援体制の確立を

目指していきます。 

【重点目標】 

「在宅生活を支える生活支援サービスの提供」 

「各種相談事業の充実」 

 

基本目標４ 「地域福祉活動を支える体制づくり」 

社会変化に対応した情報が提供できるよう、地域に目を向け、出向き情報収

集に努めるとともに、わかりやすい情報発信を行い、地域福祉の担い手や更に

は社協会員の増強を目指していきます。 

【重点目標】 

「福祉に関する広報啓発活動の推進」 

「賛助会員制度の普及と会員の加入の促進」 
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法人運営事業 

１ 法人運営事業    １５６，７９６千円 

（１）各種会議の開催 

① 評議員会、理事会、正副会長会（各年３回） 

② 総務企画委員会、社会福祉委員会、表彰選考委員会、苦情解決第三者委

員会 

③ 支会会議 

 

（２）法人の健全運営のための監査 

監事による中間監査、決算監査を実施する。 

 

（３）会員制度の広報、普及による自主財源の確保 

本会の自主財源は、賛助会員会費、寄附金及び介護保険事業の収益である

が、寄附金収入は減少傾向に歯止めがかからず、介護保険事業は利用者及び

介護報酬の減少などにより赤字の状態である。このため、相互扶助（ささえ

あい・たすけあい）の意識の高揚を図るとともに、市民参加による地域福祉

活動の維持充実に努めるため、本会が行う事業の周知を行うともに、会員獲

得に努める。 

・ 普 通 会 員・・・高 梁 市 民 

・ ふるさと会員・・・市外居住者 

・ 法 人 会 員・・・法人（団体及び事業所を含む） 

・ 特 別 会 員・・・特別協力者 

＜目標＞ 普通会員数 ６，７７５件 

       法人会員数   ２９０件 

 

（４）役職員の資質向上のための研修の実施 

計画的な研修の実施により職員の意識改革及び育成に努める。 

また、役員等へ研修の場を設け、地域福祉の意識高揚、見識を広めること

で、役職員一体となって業務遂行のできる環境づくりを進める。 

① 計画的な職員の外部研修  ７回 

・ 福祉職員研修（初任者・中堅・チームリーダー・管理職員） 

・ 会計職員研修 

・ 人事労務管理研修 

② 内部研修  １回 

 

（５）事務効率向上のための事務改善 

利用者が提出する申請書への押印廃止等、事務手続きの省力化に努める。 
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２ 企画広報事業      ２，６５８千円 

（１）情報提供 

広報紙やホームページ、ソーシャルメディアの活用により、本会活動の紹

介や最新の福祉情報の提供に努める。 

＜方策＞ 広報紙の発行 

「ふれあい福祉」を年６回（奇数月）発行する。 

＜方策＞ 情報発信の充実強化 

ホームページを使いやすくリニューアルし、各種メディアを活用して情

報の発信力を強化する。 

（２）福祉功労表彰 

地域社会福祉の向上に顕著な功績があった個人、団体に対し本会会長が表

彰する。 

 

３ 地域における公益的な取組 

（１）高梁市社会福祉法人連絡会への参画 

市内にある社会福祉法人と連携し、社会福祉法第２４条第２項に規定され

る「地域における公益的な取組」を協働して実施する。 

・ 設 立 日  平成２９年４月１１日 

   ・ 加入団体  市内１１法人 

  ① 生活困窮者緊急一時支援事業（通称：ライフサポート事業） 

    生活困窮者へ一定期間最低限の食料等を提供する。 

  ② 引きこもりや障害者等の社会参加支援事業（通称：お仕事体験事業） 

引きこもりや障害者、未就労の生活困窮者を対象に社会参加等の体験

機会を提供する。 

③ 災害時避難場所提供事業の協力（通称：避難場所提供事業） 

非常災害時に避難困難な高齢者や障害者等に一時避難場所を提供する。 

④ その他目的達成のために必要な事業 

 

（２）社会福祉協議会単独での公益的な取組 

  ① 日常生活用具、車両貸出事業（６ページ参照） 

  ② 災害等見舞金支給事業（７ページ参照） 

  ③ 福祉出前講座（７ページ参照） 
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地域福祉事業 

１ 地域福祉活動事業     ２６，９９２千円 
（１）地域福祉活動計画 

① 地域福祉活動計画の推進 

＜方策＞ 計画の理解と普及 

計画が目指す方向性や取り組みについて、広報紙やホームページ等

を通じて計画を周知する。 

＜方策＞ 計画の進捗管理と評価 

数値目標や方策について効率的な進捗管理を行う。また、必要に応じ

て計画の見直しを行う。 

＜方策＞ 公表 

各事業の進捗状況等について、広報紙等で公表し、透明性を図る。 

② 福祉課題の把握及び解決 

地域福祉活動計画の推進を図るとともに、地域の生活・福祉課題を把握

し、問題解決に向けた小地域福祉活動を推進する。また、地域福祉活動計

画の更新に向けた意見及び課題の収集を行う。 

 

（２）ふれあいのまちづくり事業 

① 福祉委員活動支援 

＜方策＞ 配置の促進 

各町内会へ福祉委員の配置を促進し、福祉委員活動を支援する。 

＜方策＞ 活動支援 

・「福祉委員活動のてびき」の周知と役割の明確化 

・ 福祉委員証の発行 

・ ボランティア活動保険への加入 

・ 福祉委員活動費の支給 

＜方策＞ 福祉委員連絡協議会の開催 

福祉委員連絡会相互の連携を図る。 

② 地区社会福祉協議会の活動支援 

地区社会福祉協議会に配置した生活支援コーディネーターが、地域の

実情に合った福祉活動の推進を支援する。 

＜方策＞ 地区社会福祉協議会会長並びに役員連絡会議等の開催 

市社会福祉協議会と地区社会福祉協議会の意見交換の場を設け、地

域福祉活動の活性化を図る。 

＜方策＞ ご近所見守りネット事業の推進 

地区社協構成員が定期的に集まる機会をつくり、地域の実情に合っ

た見守り活動を推進する。 
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＜方策＞ お助け隊派遣事業の推進 

地域住民が相互に協力し、身近な困りごとの解決に向けた取り組み

ができるよう支援する。 

＜方策＞ コミュニティカフェの推進 

地域住民が主体的に活動する場で、誰もが気軽に集え、社会的な孤立

の防止、介護予防等を目的としたコミュニティカフェの運営を支援す

る。 

③ ふれあい福祉講座 

「ささえあい・たすけあいによる福祉のまちづくり」を目指し、福祉委

員等の研修の場として開催する。また、地区社会福祉協議会及びふれあい

サロン団体等の活動の広報や活動でできた品物の販売の機会とし、団体

等の運営を支援する。 

 

（３）福祉活動推進事業 

① ふれあいサロン事業 

地域住民が身近な集会所等でお互いを尊重し、安心していきいきと暮

らせる地域づくりを行うふれあいサロンに対し助成する。 

＜目標＞ ふれあいサロン設置数 

助成件数 １４５件 

＜方策＞ リーダー育成 

運営リーダーを育成するため、研修会を開催する。 

② 高齢者支援事業（敬老祝い品贈呈事業） 

８８歳を迎えられた方に、敬老の日を中心に記念品を贈呈する。 

③ 障がい者(児)支援事業 

障害者スポーツ大会等へ助成する。 

④ 子育て支援事業 

子育て家庭の親子などが、多様な活動を通じて、子育てを楽しみながら

仲間づくりや互いに支え合う仕組みづくりを行うサロンに助成する。 

⑤ 日常生活用具・福祉用具、車両貸出事業 

・日常生活用具貸出 

虚弱な高齢者等へ、生活補助用具（特殊ベッド、車椅子）を無料で短

期間貸し出す。 

・福祉用具貸出 

レクリエーション用具を無料で貸し出す。 

・車両貸出 

福祉団体等に対して、自動車を貸し出す。 

 

 



 

7 

（４）災害福祉事業（災害等見舞金支給事業） 

自然災害または火災により、現に居住している住宅等の建物及び人的被害

を受けた世帯に対し、見舞金または死亡弔慰金を支給（大規模災害時を除く。）

する。 

 

（５）一般募金助成事業 

共同募金の財源により、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり

活動を実践している福祉・ボランティア団体及び歳末たすけあい運動を実

施する団体へ助成する。 

 

（６）ボランティアセンター活動事業 

① ボランティアセンター事業 

ボランティアに関する情報を発信し、ボランティアの登録を促進する。 

また、保険料や活動費の助成を行うとともに、ボランティアの育成を図

るため研修会等を開催する。 

＜目標＞ ボランティアセンター登録 

団体 １００団体 

個人 ２８人 

＜方策＞ 研修会・養成講座等の開催 

ボランティアの発掘と育成を図るため、研修会等を開催する。 

② 児童、生徒のボランティア活動普及事業 

市内の小・中・高校をボランティア協力校に指定し、福祉教育を推進する。 

③ 夏のボランティア体験事業 

生徒・学生の夏休みを利用し、ボランティア活動に積極的に参加できる

場を提供する。 

④ 福祉出前講座 

市内の小・中・高校や地域に出向き、福祉に関する講座を行う。 

＜目標＞ 講座実施回数 ３４回 

⑤ 災害ボランティアセンター事業 

大規模な地震や水害等災害時にボランティアによる復興を支援する。 

＜方策＞ 災害ボランティアセンターの基盤整備 

災害時に備え、災害ボランティアセンターの基盤整備を図る。 

＜方策＞ 災害ボランティアの登録・育成 

災害ボランティアの登録・育成を図る。 

 

（７）地域福祉活動基金 

基金の果実をボランティア活動事業に繰り出し事業を実施する。 
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（８）団体支援事業 

① 老人クラブ活動支援 

高梁市老人クラブ連合会及び各地域老人クラブの活動を支援する。 

② 遺族連合会事務支援 

高梁市遺族連合会の事務を支援する。 

 

２ 在宅福祉サービス事業【市受託事業】 １４２，８９２千円 

（１）敬老事業 

長寿を祝う敬老会を実施する団体に対し助成を行う。 

 

（２）高梁市福祉移送サービス事業 

高齢者や障害者等の外出及び社会参加の促進を図るため、運転ボランテ

ィアを確保し、ドア・ツー・ドアによる移送サービスを提供する。 

＜目標＞ 延利用者数  ５，１６２人 

運転ボランティア数 ７５人 

＜方策＞ 市内一体的な運行管理等の検討 

透析送迎での地域の枠を超えて、より効率的な運行管理を検討する。 

＜方策＞ 専門研修の開催 

安全運転に関する研修等により運転技術の向上に努める。 

 

（３）ちょこっとお助けサービス事業 

日常生活を営むために援助が必要な高齢者等に、家周りの手入れや屋内

の掃除、軽微な修繕などのサービスを提供する。 

＜目標＞ 年間実利用延人数 ２９０人 

＜方策＞ サービス提供体制の検討 

お助け隊派遣事業等類似した事業の一本化について、市と協議する。 

 

（４）高梁市健やか高齢者生きがい支援事業 

介護予防、健康状態の確認や趣味活動のほか、保健指導を取り入れたサー

ビスを提供するとともに、利用者の自立性を尊重し、指定管理施設の適切な

管理運営に努める。 

① デイサービスの実施 

・ ミ ニ デ イ サ ー ビ ス：旧高梁地区の各地域市民センター等で実施 

・ 生きがい対策デイサービス：川上いきいき交流館で実施 

・ 生きがいデイサービス：備中高齢者生活福祉センターで実施 

② 指定管理施設の管理運営 

川上いきいき交流館、備中高齢者生活福祉センター 
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＜目標＞ 年間延利用人数 

ミニデイサービス（旧高梁）       ２，６００人 

生きがい対策デイサービス（川上） 

生きがいデイサービス（備中）     ２，５００人 

 

（５）高梁市給食サービス事業 

調理が困難な高齢者や障害者等へ宅配による食事の提供を行い、食生活

の安定を図るとともに、宅配時に配食ボランティアによる安否確認を行う。 

＜目標＞ 延配食数   ３３，０００食 

年間利用実人数   ３６０人 

配食ボランティア数 ５７０人 

＜方策＞ 市内一体的なサービス提供の検討 

地域の実状を勘案し、利用者のニーズに合ったサービスの提供を検討する。 

 

（６）高梁市寝具洗濯乾燥消毒事業 

寝具の衛生管理が困難な高齢者等の世帯に対し、寝具の丸洗い、消毒乾燥

を行う。 

＜目標＞ 実利用人数 ３８８人 

 

（７）生活支援体制整備事業 

市内１４地区の地区社会福祉協議会に設置した「第２層協議体」に生活支

援コーディネーターを配置し、資源開発、ネットワーク構築等の活動を通じ

て各地区の実状に合ったサービス提供の整備を推進する。 

＜方策＞ 小地域福祉活動計画の策定推進 

地区社会福祉協議会が実施する事業を計画的に推進するため、小地域

福祉活動計画を策定する。 

 

（８）保健センター事業 

川上保健センターの維持管理を行う。 

 

３ 相談支援事業     ４４，２２７千円 

（１）高梁市権利擁護センター事業【市受託事業】 

権利擁護に関する相談及び支援、また成年後見制度の利用支援や受任調

整、市民後見人の養成及び支援等を行い、市内の権利擁護の推進に努める。 

 

（２）法人後見事業 

認知症・知的・精神障害等など意思決定が困難な人の判断能力を補うため、
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本会が成年後見人、保佐人または補助人となることにより、財産管理および

身上監護を行い、その権利を擁護する。 

日常生活自立支援事業と連携し、利用者に適した援助を行う。 

 

（３）日常生活自立支援事業【県社協受託事業】 

認知症・知的・精神障害等により、日常的な金銭管理や福祉サービスの利

用手続きが難しい方に、生活に必要な預貯金の出し入れや福祉サービスの情

報提供と利用援助を行う。 

また、生活支援員の資質向上を図り、利用者に適正な援助を行う。 

＜目標＞ 実利用者数 １７人 

 

（４）高梁市生活あんしんサポートセンター事業【市受託事業】 

経済的問題、健康問題、家庭問題等様々な問題を抱えている生活困窮者の

相談に応じ、必要な支援を行う。 

① 自立相談支援事業 

相談者が抱える課題を把握し、住居確保給付金等の制度の利用や他機関

へのつなぎを含め自立に向けた計画を立て、継続的に支援する。 

また、新型コロナウィルス感染症の影響による減収で、本事業の対象と

なった方の生活再建に向け支援する。 

② 家計改善支援事業 

自立相談支援事業対象者のうち特に家計に改善が必要な相談者には、一

緒に家計の状況を確認し、生活の再生に向けた計画を立て、必要な情報提

供や助言・指導等を行うことにより、相談者が自ら家計を管理できるよう

支援する。 

 

（５）生活福祉資金貸付事業【県社協受託事業】 

生計困難者に対し、必要な資金の貸付を行い、自立更生を支援する。また、

民生委員児童委員と連携し、適切な相談支援を行う。 

また、今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響による減収者に対し実

施した緊急小口資金等特例貸付の返済が始まるため岡山県社会福祉協議会

及び生活あんしんサポートセンター事業と連携し、返済を支援する。 

 

（６）福祉資金貸付事業 

本会の財源により、生活困難者に対し、必要な資金の貸付（無利息）を行

い、自立更生を支援する。また、民生委員児童委員と連携し、適切な相談支

援を行う。  
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介護保険事業 

１ 居宅介護支援事業     ４５，７２２千円 

要介護または要支援状態になった場合でも、利用者が可能な限りその居宅に

おいて、有する能力に応じた生活を営むことができるように、居宅サービス計

画を作成し、利用するサービス類型の多様化に合わせて各サービス事業所等へ

連絡調整を行う。また、介護支援専門員の資質向上を図り、質の高いサービス

を提供する。 

① 指定居宅介護支援事業所の運営 

・居宅介護支援事業所たかはし 

・居宅介護支援事業所たかはし西 

② 介護保険更新認定調査 

③ 介護予防支援業務 

 

２ 訪問介護事業     ４６，０５８千円 

訪問介護員が居宅を訪問し、住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよ

うサービスを提供する。また訪問介護職員の専門性を高めるため、研修会を毎

月開催しサービスの向上につなげる。 

① 指定訪問介護 

② 障害者総合支援事業での居宅介護サービスの提供及び移動支援の提供 

③ 高梁西サテライトから成羽、川上、備中地域へのサービス提供 

 

３ 通所介護事業     ６９，０７６千円 

居宅まで送迎、食事や入浴などの日常生活支援や機能低下を防止するためデ

イサービスを提供する。  

① 指定管理施設の管理運営 

・川上デイサービスセンター 

・備中デイサービスセンター 

② 地域密着型通所介護事業所川上デイサービスセンターの運営 

③ 通常規模型通所介護事業所備中デイサービスセンターの運営 

④ 職員の資質向上を図り質の高いサービスを提供 

⑤ 生活機能が低下しないように個別のニーズに応える介護の提供 

 

  



 

12 

４ 介護予防・日常生活支援総合事業   １８，４９０千円 

市が中心となり、地域の実情に応じて多様なサービスを充実することにより、

地域での支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率

的な支援等を行う。 

（１）総合事業ケアマネジメント【市受託事業】 

要支援者等の状況にあった適切なサービスが提供されるよう必要な援助

を行う。 

 

（２）総合事業ホームヘルプサービス 

訪問介護員が身体介護、生活援助を行う。 

 

（３）ミニホームヘルプサービス【市受託事業】 

訪問介護員が生活支援のみのサービスを行う。 

 

（４）総合事業デイサービス 

指定通所介護事業所で必要な日常生活上の支援を行う。 

 

（５）総合事業ミニデイサービス【市受託事業】 

ミニデイサービスを通所型サービスＡ事業所として位置づけ、対象者への

介護予防・生活支援サービスを行う。 

 

５ 地域支援事業【市受託事業】    ２，１８８千円 

巨瀬町、中井町、有漢町区域の在宅介護支援センターとして運営し総合相談

支援事業、実態把握事業などを実施し、自立支援・重度化予防を行う。 

 

６ 認知症対応型共同生活介護事業   ３８，４４６千円 

認知症状態にある利用者に対し共同生活を営む住居において、家庭的な環境

と地域住民との交流の下で日常生活や機能訓練等の必要な援助を行う。 

（ささゆり苑／定員９名） 
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公益事業  
１ シルバー人材センター事業【市受託事業】  ７７，７２７千円 

高齢者の豊かな知識・経験・技術を活用した就業機会の提供及び生きがいづ

くりと社会参加を促進する。また、広報を強化し、会員確保に努め、適切なサ

ービスを提供する。 

＜目標＞ 会 員 数    ２４７人 

延受注件数  １，８３７件 

延就労人員 １５，６１１人 

＜方策＞ 講習会の開催 

会員の技術向上及び事故防止と安全適正就業を推進するため、安全講習や

技術講習などの専門講習会を定期的に開催する。 

 

２ 総合福祉センター事業    ２２，６７６千円 

高齢者や身体などに障害のある方々と、福祉団体やこれを支えるボランティ

アの活動拠点施設として、また、市民の教養の場として、福祉センターの利用

促進を図る。  

① 高梁総合福祉センター、成羽福祉センターの管理運営 

利用者に安心して利用いただくために、ユニバーサルデザインに基づく改

修を計画的に行う。 

② 福祉センター管理運営委員会の開催 

施設の適切な管理運営を図るため、管理運営委員会を開催する。 

 

 


